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フレイル予防健康教室事業業務委託仕様書 

 

この仕様書は業務の履行に係る条件を示すものであり、川口市高齢者保険事業室（以下

「発注者」という。）は、業務受託者（以下「受託者」という。）に、この仕様書に基づく業

務を委託する。 

 

第 1 業務名 

令和 8年度フレイル予防健康教室事業業務委託 

 

第 2 目的 

地域の通いの場において、フレイル予防健康教室（以下、「健康教室」という。）を開

催し、フレイル予防等の普及啓発活動及び対象者(参加者)の状況に応じた健康診査又

は適切な医療機関の受診勧奨を行うことで、後期高齢者の加齢に伴う心身の機能低下

やフレイルの進行を防ぐことにより、「健康寿命の延伸」及び「医療費・介護給付費の

適正化」を目指す。 

 

第 3 対象者 

原則、川口市在住の後期高齢者医療制度の加入者。ただし、参加希望者の参加を妨げ

ない（高齢者及び参加者のご家族等）。 

 

第 4 契約期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31 日まで 

 

第 5 実施期間 

令和 8年 9月 1日から令和 9年 2月 28 日まで 

 

第 6 履行場所・日時 

開催場所は、地域の通いの場の主催者である市内 20 箇所の川口市地域包括支援セン

ター（以下「主催者」という。）が提供するそれぞれの場所にて行う。日時については、

実施期間内において各主催者と受託者が調整を行い決定し、発注者の承認を得ること。 

 

第 7 実施回数 

原則、市内 20生活圏域の 1圏域につき 1回とする。 

ただし、地域の実情に応じて、各主催者から追加で希望があった際は、1回又は２回

の追加実施を可能とし、その上限は全圏域で 30回とする。 

 

【参考】前年度実績 

市内通いの場 15 か所 参加者数 280 人（1会場平均 19人、中央値 16人） 
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第 8 業務内容 

本事業は「令和 8年度後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第 6

条第 9 号に関する交付基準について 事業区分Ⅰ 1 高齢者保健事業と介護予防の一

体的実施の財政支援」の（2）4）②通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーション

アプローチ）に基づき実施する。また、「高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライ

ン第 3 版」に準じて実施すること（厚生労働省ホームページ「高齢者の保健事業」参

照）。 

 

1 人員配置について 

受託者は、本事業に従事するにあたり、適正な人選に基づく医療専門職（管理栄養

士や保健師など）1名と業務上の不祥事・不始末の発生防止に必要な人員配置を行う

こと。 

 

2 実施準備 

(1) 連絡会議への出席 

庁内関係機関（発注者、地域ケア担当課）及び各地域包括支援センターとの連

絡会議（オンライン会議）に出席し、健康教室の概要について説明すること。 

 

(2) 実施日の決定 

    健康教室実施希望有無について、市から送付した意向確認アンケートの結果を

取りまとめ、地域包括支援センターごとに実施日を決定すること。 

 

(3) 事業計画書等の作成 

受託者は実施するプログラム内容、実施日程及び専門職含む従事者を記載した

事業計画書や実施マニュアル等を発注者に提出し、承認を受けた後に実施するこ

と。 

また、内容を変更する場合は事前に発注者と協議し、変更計画書を提出して発

注者に承認を得ること。 

 

(4) 健康教室の資料・媒体作成 

高齢者の特性及び個人差が大きいこと等を踏まえた内容の資料・媒体を準備し、

健康教室実施前に予め発注者の承認を得ること。 

 

3 健康教室  

(1) 実施当日は、実施内容に応じて会場設営を行い、参加者の人数や申込み状況を確

認し、実施終了後は会場の現状復帰を行うこと。 

 

(2) 参加者に対し対面の講義形式で保健指導及び質疑応答を実施する。（30 分程度） 
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(3) 内容については、対象者が興味関心を持ち、主体的に健康づくりに取り組めるよ

うに日常生活に取り入れやすいものにすること。特に以下ｱ～ｵの内容に重点を置

くこと。 

ｱ 日常生活習慣（栄養・運動・就寝等）に関すること 

ｲ フレイル予防・認知症予防含む介護予防 

ｳ 健康診査及び適正な医療受診の大切さについて 

ｴ 実施時期に応じた内容（冬であればヒートショック等） 

ｵ その他健康づくりに生かせること 

 

(4) 当日の資料について、健康教室の資料に加え埼玉県後期高齢者医療広域連合が作成

した健康づくりリーフレットを配布すること。 

 

4 事後アンケートの実施・実施報告書の提出 

健康教室実施後、参加者から発注者が指定する様式にてアンケートを実施・回収する。

参加者数・開催場所及び実施内容、並びにアンケート集計結果等についてまとめた実施

報告書を翌月 10 日までに発注者に提出すること。 

 

5 個別健康相談 

健康教室実施後、参加者の希望があれば血圧測定等を含む健康相談・保健指導を実施

する。事後指導や別途情報提供等が必要であると判断した場合は、発注者に速やかに報

告すること。 

 

6 留意事項 

(1) 健康教室１回あたりの開催時間は講義・アンケート回収及び個別健康相談を含め、

原則６０分を目安とする。 

 

(2) 健康教室開始前に主催者と開催会場の利用及び日程に関して調整・確認を行い、

日程管理に特に留意すること。 

 

(3) 業務実施までに発注者と十分に打ち合わせること。また、打ち合わせの際は、5日

内に議事録を作成し、発注者に提出すること。 

 

(4) 本業務の進捗状況等については、速やかに発注者に報告すること。 

 

(5) 健康教室の実施にあたっては安全管理を徹底し、事故防止に努めること。 

 

(6) 会場の準備及び原状復帰の際は施設内の床や壁等を傷つけないよう十分に留意

すること。 
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(7) その他、発注者からの事業実施に係る指示に対応すること。 

 

第 9 悪天候等の対応について 

悪天候（台風等の自然災害）等により、健康教室の実施が難しい場合は、主催者と受託

者が協議のうえ、実施の可否を判断する。なお、中止する場合の参加者への連絡は主催者

が行うものとする。また、延期とする場合の日程調整は主催者と受託者で行うものとする。 

 

第 10 受託者の責務 

1 関係法令の遵守 

業務責任者及び業務従事者の指揮監督を行うとともに、労働基準法、労働安全衛生法、

労働者災害補償保険法、職業安定法、その他業務の遂行に当たり適用される全ての法令

について、指導、教育を行うこと。 

2 個人情報の適正な管理 

個人情報の漏洩を防止すると共に、実施担当者は守秘義務を課す等、個人情報保護法

等関係法令を遵守することに加え、別紙の個人情報特記事項に基づき、必要な個人情報

保護対策を講じるものとする。なお、個人情報の漏洩等があった場合には、契約解除は

もとより債務不履行による損害賠償が発生するため、契約にあたっては十分に対応を

図ること。 

また、契約時に別紙の個人情報取り扱いチェックリスト（またはプライバシーマーク

取得が分かる資料）及び誓約書を受注者に提出すること。 

3 名札等の携行 

業務の実施に当たっては、原則として業務従事者は、名札、身分を証明する書類等を

携行すること。 

4 事故等の対応 

事故等の責任及び損害賠償等は受託者に帰属する。また受託者は、事故やトラブルが

生じた時には、適切な措置を講じるとともに、直ちに発注者へ報告すること。 

 

第 11 完了の確認及び検査 

1 受託者は、全業務実施終了後に実施結果について評価し、発注者に対し成果物（相談

記録や回収したアンケート等を含む）を提出しなければならない。また、当該業務が完

了したときは、発注者に業務完了報告書を提出しなければならない。 

2 発注者は、1による完了の報告を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行わな

ければならない。 

3 受託者は、2 の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、再検査を

受けなければならない。 

 

第 12 委託料の請求 

1 委託料の算定について 
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受注者は、検査合格後、報告書に基づき、委託料の算定及び発注者への請求を行うこ

と。なお、支払いは出来高払いとし、単位あたりの単価（税抜き）に数量を乗じた金額

を合算した総額に消費税相当額を加算した額とする。 

2 請求時期 

   全業務終了後とする。ただし、支払い時期については発注者と受託者で協議により別

途定めることができる。 

 

第 13 その他 

本仕様に定めのない事項及び運用については、発注者と協議の上定めるものとする。 

 

 


